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２．１　電子納品の定義
　電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するこ
とをいう。工事の電子成果品とは、共通仕様書等において規定される成果品のうち、表１に示
す要領・基準（以下「各電子納品要領」という。）及び本ガイドラインに基づいて作成した電
子データをいう。各電子納品要領と本ガイドラインに差異がある場合は、本ガイドラインを優
先する。
　また、参考とすべきガイドライン等を表２に示す。

現行どおり

現行どおり

名称 策定年月 策定者

令和４年３月

＜平成２８年３月＞

平成２９年３月

＜平成２８年３月＞

令和２年３月

＜平成２８年３月＞

平成２８年１０月

＜平成２０年１２月＞

令和５年１０月

令和８年５月

＜令和５年５月＞

令和８年５月

表１　適用又は準拠すべき要領・基準

工事完成図書の電子納品等要領

i-Construction関連要領等

ＣＡＤ製図基準

地質・土質調査成果電子納品要領

－

デジタル写真管理情報基準

国土交通省

※＜＞内の策定年月については協議により使用することができる。

－

オンライン電子納品実施要領

徳島県情報共有システム活用試行要領

電子メール等を活用した工事書類提出等に関する
実施要領

BIM/CIM関連要領等

※ICON フォルダ及びBIMCIMフォルダに格納するデータ類については、国土交通省「BIM/CIM
ポータルサイト」に記載されている基準・要領等を参考とし、受発注者協議により決定すること
とする。
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２．２　電子納品の対象書類（データ）
　電子納品の対象とする書類（データ）を表３に示す。電子化された書類には、原則として押
印は不要とする。ただし、印影等を電子データとして残したい場合は、この限りではない。
電子納品では、工事写真台帳及び表３で対象とする工事打合せ簿等の書類を除く全ての書類を
紙媒体で納品するとともに、表３に定める書類（データ）を電子媒体で納品する。
　ただし、情報共有システムや電子メール等を活用して提出した工事書類については紙媒体で
提出する必要はないため、着手前協議時に実施の可否及び対象書類を受発注者間の協議により
決定すること。

２．２　電子納品の対象書類（データ）
　電子納品の対象とする書類（データ）を表３に示す。電子納品の対象書類については、紙媒
体での提出を要しない。ただし、受注者から紙媒体での提出があった場合は、その取扱いを否
定するものではない。
　なお、電子化された書類には、原則として押印は不要とする。ただし、印影等を電子データ
として残したい場合は、この限りではない。
　また、受注者が押印又は署名した紙の書類や、受注者が材料製造業者等から受領した紙の書
類を発注者に提出した場合など、施工中に紙媒体で提出された書類については、電子納品の対
象外とすることができる。
　さらに、別に定める情報共有システムや電子メール等を活用して工事書類の提出を希望する
場合は、対象となる書類について、着手前協議において決定するものとする。

書類名 補足説明

図面（発注図・変更図） 発注者から提供される図面

特記仕様書・現場説明書 発注者から提供される書類

工事数量総括表・数量計算書 発注者から提供される書類

完成図
完成図
（平面図、縦断図、横断図、構造図等の図面）

工事写真台帳 工事写真

資材関係提出書類 使用資材関係書類の提出時に作成したデータ

出来形管理図 ＣＡＤで作成した場合のみ

本ガイドライン
附属資料等

本ガイドラインに定める附属資料で提出するもの
及び徳島県電子納品チェッカーでのチェック結果

※情報共有システムや電子メール
　等を活用して提出した書類

工事打合せ簿、材料メーカー等から入手した電子
データ（カタログ）等
また、対象となる書類は、着手前に協議により決
定する。

※第三者発行の証明書類等 スキャニング等を行い電子化したＰＤＦデータ等

表３　電子納品対象書類（データ）

※紙にて作成された工事打合せ簿、カタログ、第三者発行の証明書類等については、改
　めてスキャニング等により電子化し、電子納品する必要はない。
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記載なし

図２　電子納品の流れ

２．６　オンライン電子納品
　別に定めるオンライン電子納品実施要領により、オンラインによる電子納品をすることがで
きる。この場合、ＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒによる納品の必要はない。
　なお、受注者がオンラインにより電子納品する場合に、併せてＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒによ
り納品された場合は、その取扱いを否定するものではない。

図２　電子納品の流れ
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３．２　着手前協議
　電子納品を円滑に行うため、工事着手前に受発注者間で着手前協議を必ず行う。この協議に
より準拠する各電子納品要領、図面データをＣＡＤ製図基準に準拠して納品するかどうか、情
報共有システムや電子メール等を活用した工事書類の提出を行うかどうか等を決定する。
　着手前協議は、「附属資料１－着手前協議チェックシート【土木工事編】（以下「着手前
チェックシート」という。）」を用いて実施する。記載のない項目で協議が必要なものは、必
要に応じて協議し、その他の項目に記載する。
　協議結果については、受注者が発注者に着手前チェックシートを提出し、電子成果品にも格
納する。
                                   以下省略

３．３．３　受発注者間での情報共有システムや電子メール等を活用した情報交換
　受発注者間の情報交換については、電話だけでなく情報共有システムや電子メール等を積極
的に活用する。
　なお、情報共有システムの活用については、「土木工事における情報共有システム活用試行
要領」によることとし、電子メール等の活用については、「電子メール等を活用した工事書類
提出等に関する実施要領」による。

３．６．５　電子成果品の内容の確認
（３）電子データと紙成果の確認
　　提出する電子成果品の内容が、紙媒体の成果品の内容と同じであることを確認すること。

３．７　成果品の納品
　受注者は、工事完了報告書とともに発注者へ紙媒体の成果品（Ａ４チューブファイル綴じ）
１部及び電子成果品正副各１部の計３部を納品すること。このとき、納品前チェックシート結
果、徳島県電子納品チェッカーのチェック結果及び電子媒体納品書を、紙媒体の成果品に綴じ
発注者へ提出すること。

記載なし

３．２　着手前協議
　電子納品を円滑に行うため、工事着手前に受発注者間で着手前協議を必ず行う。この協議に
より準拠する各電子納品要領、図面データをＣＡＤ製図基準に準拠して納品するかどうか、情
報共有システムや電子メール等の活用、オンライン電子納品の実施の有無について決定する。
　着手前協議は、「附属資料１－着手前協議チェックシート【土木工事編】（以下「着手前
チェックシート」という。）」を用いて実施する。（削除）
 協議結果については、受注者が発注者に着手前チェックシートを提出し、電子成果品にも格納
する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下省略

３．３．３　受発注者間での情報共有システムや電子メール等を活用した情報交換
　受発注者間の情報交換については、電話だけでなく情報共有システムや電子メール等を積極
的に活用する。
　なお、情報共有システムの活用については、「（削除）情報共有システム活用試行要領」に
よることとし、電子メール等の活用については、「電子メール等を活用した工事書類提出等に
関する実施要領」による。

３．６．５　電子成果品の内容の確認
（３）電子データと紙成果の確認
    電子成果品と同じ内容の紙成果を提出する場合は、提出する電子成果品の内容が、紙媒体
の成果品の内容と同じであることを確認すること。

３．７　成果品の納品
　受注者は、工事完了報告書とともに発注者へ紙媒体の成果品（Ａ４チューブファイル綴じ）
１部及び電子成果品正副各１部の計３部を納品すること。このとき、（削除）徳島県電子納品
チェッカーのチェック結果及び電子媒体納品書を、紙媒体の成果品に綴じ発注者へ提出するこ
と。
　なお、「納品前チェックシート【土木工事編】受注者用」については、試行的に提出・提示
を求めない運用とする。

７　電子成果品をオンライン電子納品で納品するときの留意事項
　「オンライン電子納品実施要領」によること。
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附属資料３ 附属資料３
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参考資料

徳島県のCALS/EC
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/
附属資料データをダウンロードしてください。
徳島県電子納品チェッカーもダウンロードしてください。

国土交通省　電子納品に関する要領・基準・ガイドライン等
　http://www.cals-ed.go.jp/
　各電子納品要領・基準は以下に掲載されています。
　http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/
　i-Constructionに関する参考資料は以下に掲載されています。
　https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html
　BIM/CIMに関する参考資料は以下に掲載されています。
　https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new_r3.html
　各ガイドラインは以下に掲載されています。
　http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/
　ＳＸＦビューア等は以下よりダウンロードできます。
　http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

徳島県の土木工事の提出書類のダウンロードページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009091500237

BIM/CIMに関する参考資料は以下に掲載されています。
https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html

徳島県の土木工事の提出書類のダウンロードページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7220049/
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現行どおり


